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Ordinary revenues

* Profit attributable to owners of parent

Figures for revenues and profits are from fiscal 2016 and the number of employees is as of March 31, 2017

Ordinary profit Profit* No. of employees

Profile

We aim to be a group 
that contributes to all people and societies 
The T&D Life Group has life insurance as its core business and centers on three life insurance companies, 
Taiyo Life, Daido Life and T&D Financial Life. Each Group company seeks to maximize their uniqueness 
and specialization in the household, small and medium enterprises, and independent insurance agencies 
markets, thereby stabilizing the Group’s corporate value and improving sustainability. 

T&D Life Group

billion billion billion

Insurance-related Businesses
● T&D Confirm Ltd.
● Toyo Insurance Agency Co., Ltd. 
● Daido Management Service Co., Ltd.

Investment-related Businesses
● T&D Lease Co., Ltd. 
● Taiyo Credit Guarantee Co., Ltd.
● Alternative Investment Capital, Ltd.

Administration-related Businesses
● T&D Customer Services Co., Ltd.
● T&D Information System Ltd.
● Nihon System Shuno, Inc.
● Zenkoku Business Center Co., Ltd.
● Thuriya Ace Technology Company Limited

As of June 30, 2017

Main Group Companies Other Than Above

¥157.2 ¥75.1 19,816¥1,975.7

T&D Holdings is the cornerstone of the T&D Life Group, 
which consists of 19 subsidiaries and affiliated companies.

Household Market

Asset Management Market

Independent Insurance Agent Market  
(financial institutions, insurance shop agents, etc.)Small and Medium Enterprises Market

Products for corporate risk 
management (protection against 

death and disability)

Protection-oriented products covering 
medical care, nursing care and death 
security that meet customer needs

Products for securing a comfortable 
retirement life for lower household 

budgets (wealth accumulation products 
and protection-type products)

Providing competitive products and 
services in a timely manner

Pet Insurance Market

Products that cover a certain portion 
of the cost of veterinary care for pet 

illness and injury

Pet & Family Small-amount  
Short-term Insurance Company
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We have selected three priority areas from among those areas material to a wide 
range of stakeholders and those areas material to our corporate philosophy and 
growth. We are implementing activities targeting each priority area.

The T&D Life Group will, based on its management philosophy, work 
together with society to achieve sustainable growth as well as fulfill the 
public mission of the life insurance and other businesses and its social 
responsibilities as a company.

With our “Try & Discover” motto for creating value, 
we aim to be a group that contributes to 
all people and societies.

Tetsuhiro Kida
Representative Director and President,

T&D Holdings, Inc.

Aiming to be a corporate group  
that contributes to all people and societies 

The life insurance business is a business where customer relationships continue 
for decades. We believe our mission, the meaning of our existence, is to face 
social issues and contribute to the sustainable development of society so that 
our customers, their children and their grandchildren can live safe, secure, and 
comfortable lifestyles. Likewise, under our current medium-term management 
plan, we have stated our vision to be to contribute to solutions for social issues 
through the life insurance business by pursuing maximization of “satisfaction of 
all stakeholders,” and the T&D Life Group is working to realize that vision.

Respect for 
Human Rights 

Providing 
Better Products 

and Services

Global 
Environmental 

Protection

01 02 03

We will contribute to people and societies by creating 
value through our activities to address social issues.

T&D Life Group CSR Philosophy

Group CSR Charter (Preamble)

T&D Life Group’s Corporate Philosophy

Our Priority Areas
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Innovative products that anticipate contemporary changes
Taiyo Life launched Himawari Dementia Treatment Insurance, a first for the life 
insurance industry and enables even customers with health concerns to enroll. 
We also offer the Kaketsuke-Tai Service through office workers with specialized 
knowledge who visit customers and their families at home to provide assistance 
with payment procedures. The Kaketsuke-Tai Service has realized paper-free pro-
cedures, significantly reducing the procedural burden placed on customers and 
accelerating the payment process even further.

“Taiyo’s GENKI Project” initiatives
Taking into account that this is an age in which it is not uncommon to live to 100, 
and to respond to the social issue of people’s ever-increasing healthy longevity, 
Taiyo Life is promoting “Taiyo’s GENKI Project,” an initiative aimed at energizing 
and improving the health of employees, customers, and society. We are leading 
the industry in introducing a retirement age of 65 years old and in providing a 
continuous re-employment system up to age of 70 years old, providing customers 
a smartphone app that supports preventing dementia, sponsoring dementia 
 seminars, and supporting the introduction of Kurort Health Walking, which is 
effective in preventing illness and promoting health.

Providing total support for the burdens of nursing care
Daido Life launched Shunyu Relief, a policy for small and medium enterprise 
(SME) owners and sole proprietors that protects against loss of income in the 
event they require nursing care, and Kaigo Relief, which covers nursing care costs, 
as well as Kaigo Concierge, which enables consulting with experts such as care 
managers. Daido Life offers total support not just for the economic burden of nurs-
ing care, but for addressing the physical and emotional burdens as well. 

Initiatives to promote Health-oriented management 
(Kenko Keiei)*–DAIDO KENCO Action 
Daido Life is engaged in DAIDO KENCO Action supporting Health-oriented man-
agement, a corporate strategy of practical application of employees’ health manage-
ment and maintenance. By supporting the practice of Health-oriented management 
by small- and medium-sized companies, we aim to contribute to the creation of a 
society where small- and medium-sized companies and people working at them can 
work enthusiastically, and help solve the issues faced by Japan’s aging society.

* “Kenko Keiei,” the Japanese team for “Health-oriented management,” is a registered 
trademark of the Workshop for the Management of Health on Company and Employee, 
a non-profit organization. 

The T&D Life Group believes that our most basic responsibility to society is to provide products and 

services that respond to the needs of society and the Group’s customers that are changing in a variety 

of ways with the acceleration of Japan’s declining birthrate and aging population.

Priority Areas ❶ Providing Better Products and Services

Taiyo Life’s Initiatives

Daido Life’s Initiatives

Basic Concept

介護の経済学知っておこう！

知っているようで知らない
介護にかかるお金って？

多額な費用がかかる介護のリスクにそなえるために…

これからの
高齢化社会をともに
生きていくために。

詳しくは 裏面へ

大同生命 介護コンシェル
ご 加 入 特 典

当商品にご加入いただいたお客さまは介護に
関するさまざまな不安やお悩みの解決をサポート
する無料サービスをご利用いただけます。

無配当終身介護保障保険

１年前に脳梗塞で倒れて、
右半身の麻痺と軽度の言
語障がいが残り、要介護３
と認定されました。現在は
在宅サービスを利用しな
がら、妻に支えられて生活
しています。

Aさんの場合

在宅で介護する場合

毎月
かかる
費用

一時費用
（初期費用）

訪問介護・デイケアなどの
サービス利用金額（2割負担）※2 44,400円

7,760円

7,500円

40,000円

支給限度額超過分（要介護3）（全額負担）

食費・滞在費など※3

ポータブルトイレ購入費・
住宅改修費（2割負担） 40,000円

一時費用

7,159,200円
10年間で

59,660円
毎月の合計額

約720万円
※110年間で・・・

出典：（公財）生命保険文化センター「介護保障ガイド（2016年10月改訂）」に基づき大同生命独自に作成。

白内障と関節リウマチの
既往症があり、視力や歩
行に不自由がありまし
た。要介護４に認定され、
「介護付き有料老人ホー
ム」に入居することになり
ました。

Bさんの場合

施設で介護する場合

毎月
かかる
費用

一時費用
（初期費用）

特定施設入居者生活介護
サービス費など（2割負担）※4 43,960円

183,800円

1,862,000円

食費・居室費など
（公的介護保険制度対象外）

入居一時金・保証金・光熱費など
（公的介護保険制度対象外） 1,862,000円

一時費用

27,331,200円
10年間で

227,760円
毎月の合計額

約2,920万円
※110年間で・・・

出典：（公財）生命保険文化センター「介護保障ガイド（2016年10月改訂）」に基づき大同生命独自に作成。

約5,000万円10年間で・・・

高級施設入居の場合・・・

出典：介護サービス事業者の運営する高級施設の費用を参考に、大同生命独自に作成。 約2,600万円
一時費用

約2,400万円
10年間で

約20万円
毎月かかる費用

◎介護期間が１０年間継続した前提での目安の金額です。すべてのお客さまに一律に当てはまるものではありません。
※１ 「一定以上の所得があり、公的介護保険制度の自己負担割合が２割」かつ「同一世帯内に６５歳以上で課税所得１４５万円以上の方がいる世帯」の場合です。
※２ 高額介護サービス費制度を利用した場合の金額です。
※３ ショートステイの滞在費・食費は公的介護保険制度の対象外です。
※４ 高額介護サービス費制度は利用できません。

ご検討・ご契約の際に必ず確認いただく資料 保険種類を選択いただく際の参考資料
●設計書［契約概要］

保険商品の具体的な内容を理解いただくために必要な情報を記載しています。
●大同生命の保険種類のご案内

大同生命が販売している保険商品の特徴やしくみなどを記載しています。
この保険は「大同生命の保険種類のご案内」に記載している介護保険です。

「大同生命の保険種類のご案内」は大同生命の職員・募集代理店またはもよ
りの店舗にご請求ください。

●生命保険の契約にあたっての手引
「契約にあたってのポイント」「商品の選び方」「保障内容の見直し方法
と留意点」などを、（公財）生命保険文化センターが公正・中立な立場か
ら解説しています。

「生命保険の契約にあたっての手引」は、同センターのホームページ
（http://www.jili.or.jp/）から、ご覧いただけます。

●注意喚起情報
契約申込の際に、特に注意いただきたい事項を記載しています。

（保険金・給付金が支払われない場合などの、お客さまに不利益となる
事項も含まれています）

●ご契約のしおり
商品のしくみ・内容、諸手続などの重要な事項を記載しています。

［記載事項の例］
クーリング・オフ（契約申込の撤回など）／健康状態・職業などの告知
義務／契約の解約と解約払戻金

●約款 保険契約の内容（とりきめ）を記載しています。
◎介護リリーフは法人でのお取扱いはできません。
◎団体月払保険料：契約者が所定の加入資格を満たした場合、団体料率が適用され保険料が割安となります。ただし、加入資格を喪失された場合、契約は継続

いただけますが、保険料が引き上げられることがあります。
◎生命保険募集人について

大同生命の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと大同生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。
したがって、保険契約は、お客さまからの申込みに対して大同生命が承諾したときに有効に成立します。

◎この商品は、15歳～80歳の方にご加入いただけます。（保険料払込期間などにより異なります。）
◎この資料は、平成２9年4月現在の商品内容・税制に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。
◎ご検討・ご契約にあたっては、「設計書［契約概要］」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。

被保険者が受取人である保険金・給付金などについて、受取人が請求できない所定の特別な事情がある場合、指定代理請求人が受取人の代理人として、
保険金・給付金などを請求することができます。なお、指定代理請求人は契約者が被保険者の同意を得て、契約の申込時などにあらかじめ指定します。
指定代理請求人を指定された場合には、指定代理請求特約の概要や代理請求できるケースなどを、契約者から指定代理請求人にお伝えください。
※指定代理請求特約の概要や代理請求できるケースなどは、「設計書［契約概要］」「ご契約のしおり」「約款」をご覧ください。

指定代理請求制度のご案内

ご加入特典 大同生命 介護コンシェル
「突然介護が必要になった」「将来の介護にそなえたい」こんな場合どうすればいいのか？
「介護」や「認知症」に関するあらゆる不安やお悩みの解決を、介護のプロがワンストップでサポートします！

サービスの
内容

サービスの
ご利用対象者

ご利用方法 専用窓口にお電話ください。0120-901-369 [平日]9：00～18：00／[土曜]10：00～16：00

収入リリーフ・介護リリーフにご加入の契約者さま・被保険者さまとそのご家族
◎ご家族の範囲は二親等以内（①配偶者、②祖父母・父母、③兄弟姉妹とその配偶者、④子・孫とその配偶者、⑤配偶者の②③）です。

※日祝日・年末年始を除く ※契約者さま・被保険者さまのお名前・生年月日、契約者さま・被保険者さまとのご関係を確認させていただきます。

◎収入リリーフ・介護リリーフ以外の商品のご加入者も上記の一部のサービスをご利用いただけます（ベーシックコース）。
　詳細は専用パンフレットをご覧ください。
◎各商品の正式名称は、収入リリーフ：無配当介護収入保障保険（無解約払戻金型）、介護リリーフ：無配当終身介護保障保険です。
＜ご利用にあたっての留意事項＞
・「大同生命 介護コンシェル」は、大同生命との提携により株式会社インターネットインフィニティーが提供するサービスです。
 ご利用に関して生じた損害について大同生命は責任を負いません。
・本サービスは、予告なく変更・終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、大同生命が提供する保険商品の一部を構成するものではありません。

プレミアムコース 収入リリーフ・介護リリーフのご加入者限定コース

無料

認知症
Plus+■ケアマネジャーの紹介

介護生活を総合的にコーディネートする介護の専門職
ケアマネジャーを紹介します。

■認知症対応サービスの提供
認知症の方の介護に対応したヘルパーや、24時間のケアが可能な看護師の
派遣などのサービスを優待価格で提供します。

※上記サービスのほか、「介護についての全般的な相談受付」「介護施設の紹介・見学手配」「認知症予防ツール（予防エクササイズの
動画・脳トレ問題など）」といったサービスをご利用いただけます。

介護情報Webサイト わかる介護Biz 認知症情報Webサイト認知症
Plus+

平成29年4月改訂

平成29年4月改訂
T&D保険グループはグループ名称であり、保険会社の名
称ではありません。本保険契約の締結については、大同生
命が引受保険会社となります。 A-28-1157（平成29年1月16日） 帳票番号70485（29.3-100） DNP

大同生命コールセンター
0120-789-501（通話料無料）

引受保険会社

本社 （大阪）〒５５０-０００２ 大阪市西区江戸堀１丁目２番１号
 （東京）〒103-6031 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
 　　　http://www.daido-life.co.jp/

お問い合わせ先
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ご検討・ご契約
の際に必ず確

認いただく資
料

保険種類を選
択いただく際

の参考資料

●設計書［契約概要］

保険商品の具体的な内容を理解いただくために必要な情報を記載しています。
●大同生命の保険種類のご案内

大同生命が販売している保険商品の特徴やしくみなどを記載しています。

この保険は「大同生命の保険種類のご案内」に記載している定期保険です。

「大同生命の保険種類のご案内」は大同生命の職員・募集代理店またはもよ

りの店舗にご請求ください。

●生命保険の契約にあたっての手引

「契約にあたってのポイント」「商品の選び方」「保障内容の見直し方法

と留意点」などを、（公財）生命保険文化センターが公正・中立な立場か

ら解説しています。

「生命保険の契約にあたっての手引」は、同センターのホームページ

（http://www.jili.or.jp/）から、ご覧いただけます。

●注意喚起情報
契約申込の際に、特に注意いただきたい事項を記載しています。

（保険金・給付金などが支払われない場合などの、お客さまに不利益と

なる事項も含まれています）

●ご契約のしおり

商品のしくみ・内容、諸手続などの重要な事項を記載しています。

［記載事項の
例］

クーリング・オフ（契約申込の撤回など）／健康状態・職業などの告知

義務／契約の解約

●約款 保険契約の内容（とりきめ）を記載しています。

被保険者が受取人である年金などについて、受取人が請求できない所定の特別な事情がある場合、指定代理請求人が受取人の代理人として、年金などを

請求することができます。なお、指定代理請求人は契約者が被保険者の同意を得て、契約の申込時などにあらかじめ指定します。

指定代理請求人を指定された場合には、指定代理請求特約の概要や代理請求できるケースなどを、契約者から指定代理請求人にお伝えください。

※指定代理請求特約の概要や代理請求できるケースなどは、「設計書［契約概要］」「ご契約のしおり」「約款」をご覧くださ
い。

指定代理請求制度のご案内

◎収入リリーフは法人でのお取扱いはできません。

◎団体月払保険料：契約者が所定の加入資格を満たした場合、団体料率が適用され保険料が割安となります。ただし、加入資格を喪失された場合、契約は継続

いただけますが、保険料が引き上げられることがあります。

◎生命保険募集人について

大同生命の担当者（生命保険募集人）は、お客さまと大同生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。

したがって、保険契約は、お客さまからの申込みに対して大同生命が承諾したときに有効に成立します。

◎この商品は、15歳～75歳の方にご加入いただけます。（保険期間などにより異なります。）

◎この資料は、平成２9年4月現在の商品内容・税制に基づいて記載しており、将来変更となることがあります。

◎ご検討・ご契約にあたっては、「設計書［契約概要］」「注意喚起情報」「ご契約のしおり」「約款」を必ずご覧ください。

ご加入特典
大同生命 介護コンシェル

「突然介護が必要になった」「将来の介護にそなえたい」こんな場合どうすればいいのか？

「介護」や「認知症」に関するあらゆる不安やお悩みの解決を、介護のプロがワンストップでサポートします！

サービスの
内容

サービスの
ご利用対象者

ご利用方法 専用窓口にお電話ください。0120-901-369 [平日]9：00～1
8：00／[土曜

]10：00～16：0
0

収入リリーフ・
介護リリーフに

ご加入の契約
者さま・被保険

者さまとその
ご家族

◎ご家族の範囲は二親等以内（①配偶者、②祖父母・父母、③兄弟姉妹とその配偶者、④子・孫とその配偶者、⑤配偶者の②③）です。

※日祝日・年末年始を除く ※契約者さま・被保険者さまのお名前・生年月日、契約者さま・被保険者さまとのご関係を確認させていただきます。

◎収入リリーフ
・介護リリーフ

以外の商品の
ご加入者も上

記の一部のサ
ービスをご利

用いただけま
す（ベーシック

コース）。

　詳細は専用
パンフレットを

ご覧ください
。

◎各商品の正式名称は、収入リリーフ：無配当介護収入保障保険（無解約払戻金型）、介護リリーフ：無配当終身介護保障保険です。

＜ご利用にあたっての留意事項＞

・「大同生命 介護コンシェル」は、大同生命との提携により株式会社インターネットインフィニティーが提供するサービスです。

 ご利用に関して生じた損害について大同生命は責任を負いません。

・本サービスは、予告なく変更・終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、大同生命が提供する保険商品の一部を構成するものではありません。

プレミアムコ
ース 収入リリーフ・介護リリーフのご加入者限定コース

無料

認知症
Plus+

■ケアマネジャーの紹介

介護生活を総
合的にコーデ

ィネートする
介護の専門職

ケアマネジャ
ーを紹介しま

す。

■認知症対応サービスの提供

認知症の方の
介護に対応し

たヘルパーや
、24時間のケ

アが可能な看
護師の

派遣などのサ
ービスを優待

価格で提供し
ます。

※上記サービスのほか、「介護についての全般的な相談受付」「介護施設の紹介・見学手配」「認知症予防ツール（予防エクササイズの

動画・脳トレ問題など）」といったサービスをご利用いただけます。

介護情報Webサイト わかる介護Biz
認知症情報Webサイト

認知症
Plus+毎月どのくらい必要なの？

（平均世帯人数は3.02人）約29万円※1 （遺族基礎年金＋遺族厚生年金）月額 約14万円※2

1世帯あたりの1ヵ月の消費支出（平均）
公的保障（遺族年金の目安）

※１ ［出典］ 総務省統計局 「平成27年 家計調査年報（家計収支編）」

※２ 妻とお子さま2人（18歳未満）の場合（厚生年金の加入有無やお子さまの人数などにより金額は異なる）

厚生年金の算出条件 
平均標準報酬月額：35万円 平成15年3月以前の被保険者期間：132ヵ月

（平成29年4月時点の基準に基づく)　平均標準報酬額 ：40万円 平成15年4月以降の被保険者期間：168ヵ月

「毎月必要な金額」の目安は次のとおりです。

１ヵ月の消費支出

約２９万円

公的保障（月額）

約１４万円

毎月必要な金額

約15万円
ー

＝

ご 加 入 特 典

当商品にご加入いただいたお客さまは介護に

関するさまざまな不安やお悩みの解決をサポート

する無料サービスをご利用いただけます。

ご自身とご
家族の

未来を守る
。

ご家族の生活を守るためのそなえ

必要な資金の推移に合わせて、効率よくそなえることが重要です！

ご勇退までに必要な資金は、年数の経過に伴い、

４０歳時→５０歳時→６０歳時で下図のように推移します。

【40歳時】
30年間分の
資金が必要

【50歳時】
20年間分の
資金が必要

【60歳時】 【70歳時】

（必要な資金
の推移イメー

ジ）

勇退予定

10年間分の
資金が必要

無配当介護収
入保障保険（

無解約払戻金
型）

詳しくは 裏面へ

約５,４００万円※

例えば、40歳社長さまの場合

ご勇退までに必要な資金は

※「毎月必要な金額」が15万円の場合、15万円×12ヵ月×30年＝5,400万円

　消費支出や公的保障（遺族年金など）の月額は、家族構成の変化などに伴いそれぞれ変動しますが、上記は「毎月必要な金額」が一定である

との前提に基づき試算しています。（すべての方に一律にあてはまるものではありません。）

ご勇退までに
必要な資金は

どのくらい？

お亡くなりに
なった場合

いつまでそなえが必要なの？

約７０歳

退任時の経営者の年齢

出典： 中小企業白書2013「中小企業の事業承継に

関するアンケート調査（2012年11月）」

大同生命 介護コンシェル

平成29年4月
改訂

現在の収入がなくなる退任時までが、

保障を確保すべき期間の目安です。

平成29年4月改訂

T&D保険グループはグループ名称であり、保険会社の名

称ではありません。本保険契約の締結については、大同生

命が引受保険会社となります。

A-28-1244（平成29年2月13日）

帳票番号70486（29.3-100） DNP大同生命コー
ルセンター

0120-78
9-501（通

話料無料）

引受保険会社

本社 （大阪）〒５５０-０００２ 大阪市西区江戸堀１丁目２番１号

 （東京）〒103-6031 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

 　　　http://www.daido-life.co.jp/

お問い合わせ
先

2

A-28-1244（平
成29年2月13日
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Respond to diversifying customer needs
T&D Financial Life responds 
to customers’ needs by 
 offering revisions to single 
premium products for the 
Shogai Premium Series single 
premium whole life insurance 
series, enhancing its product 
lineup and enabling timely 
provision through financial 
institutions and insurance 
shop agents.

Products that contribute to the formation 
of a sustainable society
T&D Asset Management has established and manages the 
T&D Japan Equities ESG Research Fund. This fund contributes 
to the formation of a sustainable society through investment 
in companies that are reducing their impact on the environ-
ment and aim to realize 
a healthy society. We 
actively communicate 
information to contribute 
to society through asset 
management.

Topics

Best  Senior  Serv ice
Based on the social situation that the aging of society 
is progressing, we are carrying out Group-wide efforts 
to improve the convenience and satisfaction of our 
senior citizen customers.

Taiyo Life
● Kaketsuke-Tai Service 
● Home visit service for senior customers
● Development of new products for senior customers
● Efforts to provide greater peace of mind during 

contract signing and renewal

Daido Life
● Guide to the Family Registration Program
● Periodical confirmation of customers’ circumstances
● Provision of easy-to-read, easy-to-understand 

 guidance and procedural documents

T&D Financial Life’s Initiatives

Pet & Family Small-amount Short-term 
Insurance’s Initiatives

T&D Asset Management’s Initiatives 

Customer service  
enhancement initiatives
As one aspect of strengthening initiatives for senior customers, 
we initiated a policy inspection system to confirm that policy-
holders over a certain age haven’t changed their contact details 
or forgotten to make a claim. 

We also established a call 
center in Osaka and created a 
two-base system comprised of 
Tokyo and Osaka to respond to 
a growing number of customer 
inquiries.

［ 引 受 保 険 会 社 ］

「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申込に際しての重
要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記
載しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解
のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

「生涯プレミアムジャパン4」はT&Dフィナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。

T&Dフィナンシャル生命は太陽生命、大同生命とともにT&D保険グループの一員です。
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●この保険は、申込日からその日を含めて8日以内（消印有効）であれば、T&Dフィナンシャル生命への書面での郵送によるお申出に
よりクーリング・オフ（お申込の撤回またはご契約の解除）をすることができます。

●ご契約にあたっては、被保険者の現在の職業等について告知いただきます。T&Dフィナンシャル生命は告知いただいた内容に基づ
いてご契約をお引受けするかどうかを決定します。なお、ご契約時に告知いただいた内容が事実と異なっていた場合には、告知義
務違反としてご契約を解除させていただくことがあります。

●この保険は、契約者貸付のお取扱はできません。
●この保険は、配当の分配のない仕組みの保険です。

ご契約の際には「積立利率・追加率のお知らせ」または「設計書」、
「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」、「ご契約のしおり･約款」を必ずご覧ください

■募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまとT&Dフィナンシャル生命との保険契約締結の媒介を行なう者であり、
保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対してT&Dフィナンシャ
ル生命が承諾したときに有効に成立します。

生命保険募集人について

■（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざま
な相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております

　（ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/）。
■生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約

者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を
設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です

■法令等の規制により、お客さまのお勤め先等によっては、お申込みいただけない場合があります。
■生命保険契約はお客さまと引受保険会社との契約となり、保険契約のお引受や保険金等のお支払は引受保険会社が行ないます。
■募集代理店による元本および利回り等の保証はありません。なお、保険契約にご加入いただくか否かが募集代理店における他

のお取引に影響を及ぼすことはありません。

募集代理店からのご説明事項

■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。
■Ｔ&Ｄフィナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社

が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合に
おいても保険金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構までお問合せください。

T＆Dフィナンシャル生命は生命保険契約者保護機構に加入しております

ご注意いただきたい事項

■「積立利率・追加率のお知らせ」または「設計書」は、ご契約に適用される積立利率・追加率等を記載しています。ご契約前に必ずご
確認ください。

■「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」は、ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を
記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。

■「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保
存してください。

くわしくは、この保険の販売資格をもつ募集代理店の担当者（生命保険募集人）にご相談ください。

お問合せ先
生命保険契約者保護機構：TEL 03-3286-2820
　　　　　　　　　　　　  ［月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時］

ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。
本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
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[募集代理店] [引受保険会社]

〒105-0023　東京都港区芝浦1-1-1
［お客様サービスセンター］ 　  0120-302-572

316 -16 -B019（17-4-90 -DNP）〔登録番号TDF-16 -C-11 登録年月17.05〕

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く）
［ ホ ー ム ペ ー ジ ］http://www.tdf-life.co.jp

（お問合せ、ご照会は） （ご契約後のご照会は）

［ 引 受 保 険 会 社 ］

「契 約締 結 前 交 付 書面」は、ご契 約のお申込に際しての
重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ
記載しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解
のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

「生涯プレミアムワールド4」はT&Dフィナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。
本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
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T&Dフィナンシャル生命は太陽生命、大同生命とともにT&D保険グループの一員です。

●この保険は、申込日からその日を含めて8日以内（消印有効）であれば、T&Dフィナンシャル生命への書面での郵送によるお申出に
よりクーリング・オフ（お申込の撤回またはご契約の解除）をすることができます。

●ご契約にあたっては、被保険者の現在の職業等について告知いただきます。T&Dフィナンシャル生命は告知いただいた内容に基づ
いてご契約をお引受けするかどうかを決定します。なお、ご契約時に告知いただいた内容が事実と異なっていた場合には、告知義
務違反としてご契約を解除させていただくことがあります。

●この保険は、契約者貸付のお取扱はできません。
●この保険は、配当の分配のない仕組みの保険です。

ご契約の際には「積立利率・追加率のお知らせ」または「設計書」、
「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」、「ご契約のしおり･約款」を必ずご覧ください

■募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまとT&Dフィナンシャル生命との保険契約締結の媒介を行なう者であり、
保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対してT&Dフィナンシャ
ル生命が承諾したときに有効に成立します。

生命保険募集人について

■（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざま
な相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております

　（ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/）。
■生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約

者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を
設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です

■法令等の規制により、お客さまのお勤め先等によっては、お申込みいただけない場合があります。
■生命保険契約はお客さまと引受保険会社との契約となり、保険契約のお引受や保険金等のお支払は引受保険会社が行ないます。
■募集代理店による元本および利回り等の保証はありません。なお、保険契約にご加入いただくか否かが募集代理店における他

のお取引に影響を及ぼすことはありません。

募集代理店からのご説明事項

■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。
■Ｔ&Ｄフィナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社

が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合に
おいても保険金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構までお問合せください。

T＆Dフィナンシャル生命は生命保険契約者保護機構に加入しております

ご注意いただきたい事項

■「積立利率・追加率のお知らせ」または「設計書」は、ご契約に適用される積立利率・追加率等を記載しています。ご契約前に必ずご
確認ください。

■「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」は、ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を
記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いします。

■「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保
存してください。

くわしくは、この保険の販売資格をもつ募集代理店の担当者（生命保険募集人）にご相談ください。

お問合せ先
生命保険契約者保護機構：TEL 03-3286-2820
　　　　　　　　　　　　  ［月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時］

ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。
本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。
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[募集代理店] [引受保険会社]

〒105-0023　東京都港区芝浦1-1-1
［お客様サービスセンター］ 　  0120-302-572

316 -16 -B020（17-4-50 -DNP）〔登録番号TDF-16 -C-12 登録年月17.05〕

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く）
［ ホ ー ム ペ ー ジ ］http://www.tdf-life.co.jp

（お問合せ、ご照会は） （ご契約後のご照会は）

ⅣⅣ
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[募集代理店] [引受保険会社]

〒105-0023　東京都港区芝浦1-1-1
［お客様サービスセンター］ 　  0120-302-572

316-16 -B010（17-1-21-DNP）〔登録番号 TDF-16 -C-10  登録年月 17.02〕

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く）
［ ホ ー ム ペ ー ジ ］http://www.tdf-life.co.jp

平成29年2月版

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。
本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。

無配当終身医療保険（無解約払戻金・Ⅰ型）

重要事項に関するお知らせ
（ 契 約 概 要 ／ 注 意 喚 起 情 報 ）
兼  商 品 パ ン フ レット

「重要事項に関するお知らせ」は、ご契約のお申し込みに際し
ての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類の
うえ記載しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解
のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

「家計にやさしい終身医療」はT&Dフィナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。

［ 引 受 保 険 会 社 ］

保険料を割り引き！

タバコを吸わない方は

保障を充実！

短期入院・長期入院

健康給付金！

もらってうれしい

T&Dフィナンシャル生命は太陽生命、大同生命とともにT&D保険グループの一員です。

家 計に

終身医療

ご 注 意 い た だ き た い 事 項
●この保険は、お申込日からその日を含めて8日以内（消印有効）であれば、T&Dフィナンシャル生命への書面での郵送によるお申し出に

よりクーリング・オフ（お申し込みの撤回またはご契約の解除）をすることができます。なお、T&Dフィナンシャル生命が指定する医師
による診査が終了している場合を除きます。

●ご契約にあたっては、被保険者の現在の健康状態等について告知いただきます。T&Dフィナンシャル生命は告知いただいた内容に基
づいてご契約をお引き受けするかどうかを決定します。なお、ご契約時に告知いただいた内容が事実と異なっていた場合には、告知義
務違反としてご契約を解除させていただくことがあります。

募集代理店からのご説明事項

この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です

T＆Dフィナンシャル生命は生命保険契約者保護機構に加入しております

お問い合わせ先

ご契約の際には「重要事項に関するお知らせ（契約概要/注意喚起情報）」、
「ご契約のしおり･約款」を必ずご覧ください

生命保険募集人について
■募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまとＴ&Ｄフィナンシャル生命との保険契約締結の媒介を行う者であり、保険

契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してＴ&Ｄフィナンシャル
生命が承諾したときに有効に成立します。

■「重要事項に関するお知らせ（契約概要/注意喚起情報）」は、ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事
項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。

■「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保存
してください。

くわしくは、この保険の販売資格をもつ募集代理店の担当者（生命保険募集人）にご相談ください。

■（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相
談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております

　（ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/）。
■生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者等

と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約
者等の正当な利益の保護を図っております。

■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、給付金額等が削減されることがあります。
■Ｔ&Ｄフィナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社

が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合に
おいても給付金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

生命保険契約者保護機構：TEL 03-3286-2820
 ［月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時］

ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

■生命保険契約はお客さまと引受保険会社との契約となり、保険契約の引き受けや給付金等のお支払いは引受保険会社が行います。

●この保険は、お申込日からその日を含めて8日以内（消印有効）であれば、T&Dフィナンシャル生命への書面での郵送によるお申し出
によりクーリング・オフ（お申し込みの撤回またはご契約の解除）をすることができます。なお、T&Dフィナンシャル生命が指定する医
師による診査が終了している場合を除きます。

●ご契約にあたっては、被保険者の現在の健康状態等について告知いただきます。T&Dフィナンシャル生命は告知いただいた内容に基
づいてご契約をお引き受けするかどうかを決定します。なお、ご契約時に告知いただいた内容が事実と異なっていた場合には、告知義
務違反としてご契約を解除させていただくことがあります。

ご契約の際には「重要事項に関するお知らせ（契約概要/注意喚起情報）」、
「ご契約のしおり･約款」を必ずご覧ください

■募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまとＴ&Ｄフィナンシャル生命との保険契約締結の媒介を行う者であり、保険
契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してＴ&Ｄフィナンシャル
生命が承諾したときに有効に成立します。

生命保険募集人について

■法令等の規制により、お客さまのお勤め先等によっては、お申込みいただけない場合があります。
■生命保険契約はお客さまと引受保険会社との契約となり、保険契約の引き受けや年金等のお支払いは引受保険会社が行います。

募集代理店からのご説明事項

■（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・FAXは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相
談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております

　（ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/）。
■生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契

約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を
設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。

この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です

■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、年金額等が削減されることがあります。
■Ｔ&Ｄフィナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会

社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場
合においても年金額等が削減されることがあります。詳細につきましては、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。

T＆Dフィナンシャル生命は生命保険契約者保護機構に加入しております

ご 注 意 い た だ き た い 事 項

■「重要事項に関するお知らせ（契約概要/注意喚起情報）」は、ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事
項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。

■「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保存
してください。

くわしくは、この保険の販売資格をもつ募集代理店の担当者（生命保険募集人）にご相談ください。

お問い合わせ先
生命保険契約者保護機構：TEL 03-3286-2820
                                    ［月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時］

ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/

[募集代理店] [引受保険会社]

〒105-0023　東京都港区芝浦1-1-1
［お客様サービスセンター］ 　  0120-302-572

316-16 -B004（16-8 -15 -DNP）〔登録番号 TDF-16 -C-04  登録年月 16.08〕

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く）
［ ホ ー ム ペ ー ジ ］http://www.tdf-life.co.jp

平成28年8月版

「T&D保険グループ」はグループ名称であり、保険会社の名称ではありません。
本保険契約の締結については、T&Dフィナンシャル生命が引受保険会社となります。

重要事項に関するお知らせ
（ 契 約 概 要 ／ 注 意 喚 起 情 報 ）
兼  商 品 パ ン フ レット

「重要事項に関するお知らせ」は、ご契約のお申し込みに際し
ての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類の
うえ記載しています。
ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解
のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

「家計にやさしい収入保障」はT&Dフィナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。

無配当収入保障保険（無解約払戻金・Ⅱ型）

～特定疾病にそなえる保障も選択できます～

家計に 収入保障

T&Dフィナンシャル生命は太陽生命、大同生命とともにT&D保険グループの一員です。

［ 引 受 保 険 会 社 ］

もしものときに、遺されたご家族がお給料と同じように毎月決まった額を受け取れる保険
平成28年8月版

Providing for an important part of the family
Nowadays, pets are being viewed as a member of the family 
and this has brought increased interest in issues such as 
 medical care for pets and the associated costs. To respond to 
these needs regarding pet healthcare costs, we provide prod-
ucts enabling pet owners to have peace of mind regarding 
treatment that may be needed.
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The T&D Life Group believes that supporting the protection of and showing respect for internationally 

declared human rights and the ongoing process of creating a comfortable work environment where 

employees are able to work to meet society’s needs are important corporate responsibilities that lead to 

the growth of the Company and the vitalization of society.

The T&D Life Group has promoted efforts to create a corporate culture that 
diverse human resources will find engaging to work in and that enables 
them to reach their full potential. Particularly given that women represent 
the majority of the Group’s employees, enabling them to further reach 
their potential is an important driver of sustainable growth in corporate 
value, and the T&D Life Group recognizes that their active participation is 
a crucial management priority.

❤Human Rights Education
The T&D Life Group holds human rights education sessions for all 
 employees on various issues, such as discrimination due to social class or 
disability, sexual harassment and LGBT orientation, to deepen employees’ 
understanding of the importance of respecting human rights.

❤Work-life Balance Initiatives
Individual companies belonging to the T&D Life Group have been enhancing various work style reform efforts aimed at 
enabling employees to demonstrate their capabilities and improve their performance at work while at the same time fulfilling 
their responsibilities at home, such as childcare, nursing care and household responsibilities, by improving the childcare leave 
system and reducing total work hours. In order to promote the active participation of female employees, the Group as a whole 
is promoting work-life balance initiatives with an awareness of the need to create workplaces where female employees can 
continue working for a long time while experiencing life events such as marriage and childbirth.

❤Initiatives to Support Active Roles for Female Employees
The T&D Life Group has disclosed action plans for promoting the active participation of women and targets for promoting 
female employees to management positions. The ratio of female managers has been steadily increasing.

Priority Areas ❷ Respect for Human Rights

Basic Concept

April 2017April 2014 April 2015 April 2016

Ratio of female managers (Total of the three companies)

14.9%14.5%13.0%11.7%

[Initiatives]

➡ Implement systematic cultivation and 
promotion of female employees to 
management positions

➡ Enhance career development and 
work-life balance support measures

➡ Transform the mindset of managers

Systematically 
cultivate and  

promote motivated 
and talented female 

employees

Promote diverse work 
styles and support 

new challenges

Become a company 
where female workers 

can work free from 
anxiety and reach 
their full potential

(April 2018) (April 2020) (April 2019)

More than

20%
More than

15%
More than

15%

Action Plan

Double the 7% level in 2013

Targets set for promoting 
female employees to 
management positions 
(Achievement deadline)

Ratio of 
female managers ➡
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The T&D Life Group formulated the T&D Life Group Environmental Policy* to clarify the Group’s stance 

on the environment. The T&D Life Group has announced that its basic policy is to carry out business 

activities with a full awareness of the importance of environmental concerns, and it will give sufficient 

consideration to global environmental protection. We will publicize the policy among executives and 

employees and have promoted various activities to reduce our environmental impact.

* The T&D Life Group Environmental Policy is available at  
http://www.td-holdings.co.jp/en/csr/csr-policy/environment.html

✤Efforts for Achieving Group-wide Targets
The T&D Life Group has set Group-wide targets related to environmental 
protection with cooperation from Group companies, and is working to 
achieve these targets in the course of its daily business activities. The 
Group’s three targets are to reduce electric power use, reduce office paper 
use and improve the green purchasing ratio. The T&D Life Group is promot-
ing various initiatives to conserve resources and prevent global warming.

✤Forest Conservation Activities
Life insurance companies use vast amounts of paper including office paper, 
life insurance pamphlets, policy provisions and others in the course of their 
business operations. To restore forest resources and preserve greenery, 
Taiyo Life conducts forest preservation activities. To this end, it has estab-
lished the Forests of Taiyo Life in Nasushiobara (Tochigi Prefecture) and 
Takashima (Shiga Prefecture).

Name of Forest Forest of Taiyo Life 
(Tochigi Prefecture)

Kutsuki Forest of Taiyo Life 
(Shiga Prefecture)

Date of 
Establishment March 2006 November 2007

Area Approx. 4.8 ha Approx. 12.7 ha

CO2 Absorption 19 t (Estimate by the 
Forestry Agency)

81 t (Estimate 
by Takashima City)

✤ Initiatives for Reducing Environmental Impacts 
Promoting Paperless Office Work

We have installed OA equipment in the conference rooms to enable 
 paperless meetings by the Board of Directors, Executive Committee, and 
so forth. Moreover, in order to conduct meetings and suchlike in a paper-
less manner, the Group is promoting paperless practices, including by 
distributing mobile PCs, deploying wireless LANs, and installing display 
units on meeting desks.
[Other]
●Reduction of CO2 emissions ●Power-saving initiatives
●“Lights Down” Campaign ●Green procurement activities

Priority Areas ❸ Global Environmental Protection

Basic Concept
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[Examples of Key Socially Responsible Investment Initiatives]
● Investment in Green Bonds, which are issued by international financial institutions for the purpose of supplying funds to 

renewable energy businesses and similar projects
● Investment and lending for project finance projects related to solar power and wind power
● Investment in EYE Bonds that contribute to the support of education, the welfare of youth and the provision of employment 

in Central and South America, and Caribbean countries
● Investment in Social Bonds issued by the Japan International Cooperation Agency to finance infrastructure projects and 

employment creation in developing regions
● Investment in the Good Health Support Fund, which supports businesses that contribute to improving people’s health
● Investment in funds that support the growth and development of SMEs
● Contribution to the global environment and local communities through company-owned buildings 

Responsible Institutional Investor

The T&D Life Group operates the life insurance business as its core business, which is highly social and 
public in nature. Accordingly, we believe that it is one of our most fundamental obligations to fulfill our 
social responsibilities as an institutional investor and contribute to the realization of a sustainable  society 
through our investment and lending activities.

The three companies of Taiyo Life, Daido Life, and T&D Asset Management have become signatories 
of the Principles for Responsible Investment (PRI)*, which are supported by the United Nations.

Moreover, they have incorporated the viewpoint of socially responsible investment in their investment 
and lending processes.
* The Principles for Responsible Investment (PRI) are a code of conduct for the global financial industry that was proclaimed by Kofi Annan, the 

secretary-general of the United Nations in 2006. They have expressed the thought of incorporating E (Environmental), S (Social), G (Governance) 
perspectives in the institutional investor decision-making process.

● Comments from asset management managers from the three Group companies signing the PRI ●
(Extract from a discussion on ESG investment. Please refer to the full report for the entirety of the discussion.)

Basic Concept

2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6031, Japan　Tel: +81-3-3272-6110
http://www.td-holdings.co.jp/en/

Published in November 2017

Minoru Yoneda　 Investment Planning Division, Investment Planning Department,  
Taiyo Life Insurance Company

Each year we formulate a PRI action plan and report on various PRI results. This represents a good opportunity 
for managers of each asset class in conducting self-evaluations on investment processes and performances. Ten 
years have passed since we created a system based on PRI for always considering ESG in the asset management 
process and I think consideration for ESG has steadily become firmly established in asset management.

Teppei Iwamoto　Fund Manager, Fixed Income Department, Daido Life Insurance Company
In the course of managing corporate bond investments, I actively examine various themed investments such 
as the evaluation of investment recipients through the consideration of ESG issues, and of social bonds taking 
into account the viewpoint of social returns. Through securities companies and the like, I get the sense there 
is a high level of interest in the ESG investment performed by institutional investors like pension funds and 
life insurance companies. I believe that institutional investors will continue to drive the expansion of the ESG 
investment market going forward.

Akane Kumagai　 ESG Analyst, Responsible Investment Group, Institutional Business Department,  
T&D Asset Management Co., Ltd.

Companies will be expected to consider closely whether they should truly be engaged in the key issues and 
goals they themselves have decided on. Investors will have to consider how to incorporate ESG factors into 
investment decisions from the standpoint of raising the sustainable growth potential of the company as well 
as society as a whole. In the past, simply responding to ESG was perhaps sufficient, but I believe we are now 
at a new stage in which further improvement from a quality standpoint is expected. 

Position as of July 2017
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